
平成１７年(行ケ)第１０２４６号　審決取消請求事件
平成１７年５月２５日口頭弁論終結
                　　　　  判決
　　      原告        　　　　フェアフィールド　アンド　サンズ　リミテッド
    　    訴訟代理人弁理士　　網野友康
          同 　　　初瀬俊哉
          同 　　　網野誠
          同 　　　高野明子
          被告      　　　  　キヤノン株式会社
          訴訟代理人弁理士　　岸田正行
          同　　　 　　　水野勝文
                　　　　　主文
          １　原告の請求を棄却する。
          ２　訴訟費用は原告の負担とする。
          ３　この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３
０日と定める。
                　　　　  事実及び理由
第１　当事者の求める裁判
  １　原告
    (1)　特許庁が取消２００３－３０１３６号事件について平成１６年９月１０日
にした審決を取り消す。
    (2)　訴訟費用は被告の負担とする。
  ２　被告
    　主文１，２と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
  １　特許庁における手続の経緯
    　被告は，「ロゼッタストーン」の片仮名文字を横書きしてなり，指定商品を
平成１３年政令第２６５号による改正前の商標法施行令１条の別表第一第９類「理
化学機械器具，測定機械器具，配電用又は制御用機械器具，回転変流機，調相機，
電池，電気磁気測定器，電線及びケーブル，写真機械器具，映画機械器具，光学機
械器具，眼鏡，救命用具，電気通信機械器具，レコード，メトロノーム，電子計算
機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ，その他の電
子応用機械器具及びその部品，オゾン発生器，電解槽，ロケット，電気アイロン，
電気式ヘアカーラー，電気式ワックス磨き機，電気掃除機，電気ブザー，乗物の故
障の警告用の三角標識，発光式又は機械式の道路標識，鉄道用信号機，火災報知
器，盗難警報機，消火器，消火栓，消火ホース用ノズル，消防艇，消防車，自動車
用シガーライター，保安用ヘルメット，磁心，抵抗線，電極，映写フィルム，スラ
イドフィルム，スライドフィルム用マウント，録画済みビデオディスク及びビデオ
テープ，ガソリンステーション用装置，自動販売機，駐車場用硬貨作動式ゲート，
金銭登録機，硬貨の計数用又は選別用の機械，作業記録機，写真複写機，手動計算
機，製図用又は図案用の機械器具，タイムスタンプ，タイムレコーダー，電気計算
機，パンチカードシステム機械，票数計算機，ビリングマシン，郵便切手のはり付
けチェック装置，計算尺，ウエイトベルト，ウエットスーツ，浮袋，エアタンク，
水泳用浮き板，レギュレーター，潜水用機械器具，アーク溶接機，金属溶断機，電
気溶接装置，犬笛，検卵器，電動式扉自動開閉装置」とする，登録第４２９５９２
０号の商標（平成６年１０月２６日登録出願（以下「本件出願」という。），平成
１１年７月１６日設定登録。以下「本件商標」という。）の商標権者である。
    　原告は，平成１５年２月５日，本件商標の指定商品中「電気通信機械器具，
電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ，そ
の他の電子応用機械器具及びその部品」についてその商標登録の取消を求める商標
法５０条に基づく審判を請求し，同請求は同年３月５日に登録された（以下「本件
予告登録」という。）。特許庁は，この請求を取消２００３－３０１３６号事件と
して審理した結果，平成１６年９月１０日，「本件審判の請求は成り立たない。」
との審決をし，同月２４日，その謄本を原告に送達した。
  ２　審決の理由
    　別紙審決書の写しのとおりである。要するに，本件商標を構成する「ロゼッ
タストーン」及びその欧文字表示である「ＲｏｓｅｔｔａＳｔｏｎｅ」は，本件予
告登録前３年以内である２０００年（平成１２年）９月に，商標権者及び通常使用



権者と推認し得るキヤノン販売株式会社（以下「キヤノン販売」という。）により
審判の請求に係る商品に含まれる「日本語ＯＣＲソフトウエア」（以下「本件ソフ
トウエア」という。）を標準添付した「文書管理ソフトウエア」の広告宣伝を目的
とした商品パンフレットに，また，２０００年（平成１２年）１０月及び２００１
年（平成１３年）３月に通常使用権者により「文書管理ソフトウエア」に同梱され
た本件ソフトウエアについて，それぞれ使用されており，商標権者及び通常使用権
者が，日本国内において，本件商標と社会通念上同一と認められる商標を自他商品
識別機能を果たす態様で使用していることが認められるので，登録を取り消すこと
はできない，とするものである。
第３　原告主張の取消事由の要点
    　本件商標が被告及び通常使用権者によって審判請求に係る指定商品について
使用されているとした審決の認定判断は誤りであり，取り消されるべきである。
  １　本件ソフトウエアの指定商品該当性について
    　審決は，本件ソフトウエアが「本件審判の請求に係る商品に含まれる」とし
ている。
    　しかし，本件出願当時，「電子計算機用プログラム」は「電子応用機械器具
及びその部品」に属する商品ではなく，「商品」ですらなかった。すなわち，商標
法上の商品は有体物に限定されていたが，時代の変遷に対応するために「電子計算
機用プログラム」が「電子出版物」等の他の無体物とともに商品と認められた結
果，平成１３年経済産業省令第２０２号による商標法施行規則別表の一部改正（平
成１４年１月１日施行）によって，初めて「電子計算機用プログラム」（ダウンロ
ードによるものと記録媒体に格納したもののいずれもが含まれる。）が「電子応用
機械器具及びその部品」に含まれることになったものである（甲７号証の１，
２）。
    　本件出願は平成６年１０月２６日であるから，改正後の上記規則は適用され
ないのであり，したがって，本件出願当時，本件ソフトウエアは「電子応用機械器
具及びその部品」に含まれないから，被告が，本件商標を指定商品に含まれていな
い商品である本件ソフトウエアに使用したとしても，審判請求に係る指定商品であ
る「電子応用機械器具及びその部品」について使用したことにはならない。
  ２　本件ソフトウエアの商品性について
    　本件ソフトウエアは，ドキュメント管理ツール「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ Ｗｏ
ｒｋｇｒｏｕｐ」に同梱されている付属品ないし付加されている機能の１つに過ぎ
ず，それ自体が独立して取引の対象となっている商品ではないから，商標法上の商
品に該当しない。
    　すなわち，本件ソフトウエアは，流通過程においてはドキュメント管理ツー
ル「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ」の包装箱に同梱されたままで，他
のソフトウエアとともに１枚のディスクに記録されているに過ぎないから，商品と
しての形態や外観を保持しているとはいえないし，「ＲｏｓｅｔｔａＳｔｏｎｅ」
の文字が目に付くとしても，部品ないし付属品である本件ソフトウエアそのものが
流通過程において取引者・需要者に視認されることもあり得ない。また，価額の点
から見ても，普通の汎用性「ＯＣＲソフトウエア」は単独で購入すればせいぜい
６，０００～２０，０００円程度であるが，本件ソフトウエアが同梱されている
「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ」は３０万円もするのであり，本件ソ
フトウエアだけが欲しくて，３０万円も支払う需要者が存在することはあり得ない
のであって，本件ソフトウエアが独立した商品であるとはいえない。
    　したがって，本件ソフトウエアは，実質的には「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ Ｗｏ
ｒｋｇｒｏｕｐ」の付随的なコンポーネント又はモジュールであって，独立して取
引の対象となる商標法上の商品とは認めることができないから，本件商標が商品に
ついて使用されていないことは明らかである。
  ３　自他商品識別標識としての使用について
    　本件商標が本件ソフトウエアについて使用されているとしても，それは商標
的使用には当たらず，自他商品識別標識として機能し得ないものであるから，商標
法５０条にいう「使用」とはいえない。
    (1)　キヤノン販売のワークグループ用文書管理ソフトウエア「ＣａｎｏＢｕｒ
ｅａｕ Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ」の包装箱（甲５号証の１，審判乙２号証）には，①表
面の左上隅に製造・販売者を示す「Ｃａｎｏｎ」のロゴが赤い字で記載され，②
「Ｃａｎｏｎ」の右斜め下方には，大きく「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ」「Ｗｏｒｋｇ
ｒｏｕｐ」の文字が２段で併記され，③「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ」「Ｗｏｒｋｇｒ



ｏｕｐ」の下方には「ｆｏｒ Ｗｅｂ Ｌｔ」「簡単」「ネットワーク対応ドキュメ
ント管理ツール」とあり，「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ」「Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ」の左
方に「１サーバ＆無制限」「クライアントアクセスライセンス」のように，それぞ
れ商品の用途・特長・種別等が記載され，④その下方には，オフィス内で書類の整
理に追われて右往左往する男女の会社員と，それを尻目に「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ 
Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ」を使用してデスクに向かい，らくらく仕事をこなしている様
の男性社員のイラストが描かれ，⑤表面の右下隅には「同梱　高性能ＯＣＲソフ
ト」の文字の下に「ＲｏｓｅｔｔａＳｔｏｎｅ Ｖｅｒ．３．０」と書され，⑥裏面
には，上述したように商品の特長として付属しているＯＣＲ機能に「キヤノンロゼ
ッタストーンＶｅｒ．３．０」の技術を採用している旨が表示されている。
      　このような包装箱を見た需要者は，その著名性故に，「Ｃａｎｏｎ」が製
造・販売者を示し，また表示の位置，大きさ，態様より「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ Ｗ
ｏｒｋｇｒｏｕｐ」が個々の商品名であることを直ちに認識する。１つの商品に２
つ以上の商標が付されることは珍しくはないが，上記包装箱においては，営業標で
ある「Ｃａｎｏｎ」，商品標である「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ」
がそれぞれ明確な態様で付されているので，需要者は，「ＲｏｓｅｔｔａＳｔｏｎ
ｅ」ないし「キヤノンロゼッタストーンＶｅｒ．３．０」の表示を自他商品を識別
するための標識として把握することはなく，単なる商品の付属品あるいは商品に付
加された機能の名称を記述したものと理解するにとどまる。
      　したがって，上記包装箱における「ＲｏｓｅｔｔａＳｔｏｎｅ」ないし
「キヤノンロゼッタストーンＶｅｒ．３．０」の表示は，需要者が包装箱を詳細に
見ることにより，包装箱内にＯＣＲソフトウエアが同梱されていること，あるいは
商品の特長として付加されていること自体が「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ Ｗｏｒｋｇｒ
ｏｕｐ」の商品価値を高めて購買意欲が喚起されるという実質的な作用を奏すると
しても，自他商品を識別する機能を果たすことはない。
    (2)　キヤノン販売の文書管理ソフトウエア「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ Ｗｏｒｋ
ｇｒｏｕｐ Ｇｏｌｄ Ｖｅｒ２．１」の包装箱（甲５号証の２，審判乙３号証）及
びその商品カタログ（甲５号証の３，審判乙４号証)においても，「Ｒｏｓｅｔｔａ
Ｓｔｏｎｅ」「ロゼッタストーンＶｅｒ．３．０」の文字は，「ＣａｎｏＢｕｒｅ
ａｕ Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ」の付属品あるいは機能の名称としてのみ理解され，自他
商品識別機能を果たすものではない。甲５号証の４（審判乙５号証）及び５（審判
乙６号証）は「Ｒｏｓｅｔｔａ－Ｓｔｏｎｅ－Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ」がコンポー
ネントであることを明確にするに過ぎない。これらにおいても，上記(1)と同様に，
本件商標は，自他商品識別標識として機能するような態様での使用，すなわち「商
標的使用」がなされていないものである。
第４　被告の反論の要点
      原告の主張はいずれも失当であり，審決の認定判断に誤りはない。
  １　本件ソフトウエアの指定商品該当性について
    　商標法施行規則別表や「類似商品・役務審査基準」に挙げられた商品・役務
は例示に過ぎない。すべての商品をこれらに明示することは不可能であり，明示さ
れていない商品が多数存在することは自明である。したがって，上記別表や「類似
商品・役務審査基準」に明示されていないからといって，その商品が商標法上の商
品に該当しないことにはならないことは明らかである。
    　また，審判請求に係る指定商品は「電子通信機械器具，電子計算機用プログ
ラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ，その他の電子応用機械
器具及びその部品」であるところ，本件ソフトウエアが「電子計算機用プログラ
ム」であることは論を俟たないところであり，上記指定商品中の「電子計算機用プ
ログラムを記憶させた磁気ディスク」とは「ＣＤ－ＲＯＭ等に収録された電子計算
機用のプログラム（ソフトウエア）」のことである。そして，後に続く「その他の
電子応用機械器具及びその部品」との表示により，「ＣＤ－ＲＯＭ等に収録された
電子計算機用のプログラム（ソフトウエア）」等が「電子応用機械器具及びその部
品」にもともと含まれる商品として認められていることが客観的に明らかである。
このことは，とりもなおさず本件出願時においては，「電子計算機用プログラム」
が，形式的には「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及
び磁気テープ」といった表現で，「電子応用機械器具及びその部品」にもともと含
まれる商品として認められていたことを示している。
  ２　本件ソフトウエアの商品性について
    　本件ソフトウエアは，汎用性を有し，独立してコンピュータにインストール



することができ，「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ」とは異なる動作環
境を要し，異なる仕様を有するソフトウエアであって，独立した日本語ＯＣＲソフ
トウエアであることが明らかであり，商標法上の商品たり得るものである。
  ３　自他商品識別標識としての使用について
    　「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ」の包装箱の表示などを見れ
ば，「ＲｏｓｅｔｔａＳｔｏｎｅ」が独立した日本語ＯＣＲソフトウエアについて
付された商標であることが容易に理解することができるのであり，本件商標が自他
商品識別機能を有するものとして使用されていることが明らかである。
第５　当裁判所の判断
  １　証拠（甲５の１～３・５～８，乙２の１・２，３，４の１～５）及び弁論の
全趣旨によれば，次の事実を認めることができる。
    (1)　被告は，セザックス株式会社に下請けさせて，「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ 
Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ（ｆｏｒ Ｗｅｂ Ｌｔ Ｖ２．１Ｊ）」という製品名のワークグ
ループ用文書管理ソフトウエア（以下「本件商品」という。）を製造し，本件商品
は，被告の関連会社であり本件商標の通常使用権者であるキヤノン販売を販売元と
して，少なくとも平成１３年２月から平成１４年１０月の間に実際に販売されてい
る。
    (2)　本件商品は，「ネットワーク対応　ドキュメント管理ツール」と銘打たれ
たパーソナルコンピュータ用（他にサーバ用の「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ Ｇｏｌｄ 
Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ」もある。）の「ネットワークに対応し，複数ユーザでの文書
の共有を可能にしたソフトウエア」であり，そのソフトウエアは１枚のＣＤ－ＲＯ
Ｍに収録され，包装箱にパッケージされて販売されている。その包装箱の表面に
は，「Ｃａｎｏｎ」のロゴ，「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ ｆｏｒ 
Ｗｅｂ Ｌｔ」との記載のほか，右下部分に「同梱　高性能ＯＣＲソフト　Ｒｏｓｅ
ｔｔａＳｔｏｎｅ Ｖｅｒ．３．０」の文字が表示され，その裏面には，「特長５　
ＯＣＲ機能　・・・なお，本機能には認識率の高さで定評のある「キヤノンロゼッ
タストーンＶｅｒ．３．０」の技術を採用しています。」と記載されている（この
包装箱の裏面には「Ｗｅｂ Ｌｔ ＱＹＫＡ０１００００４」と印字されており，甲
５号証の６によれば，２０００年１０月に製造された製品であると認められ
る。）。また，上記の表面右下部分の「同梱・・・Ｖｅｒ．３．０」の記載及び裏
面の「特長５・・・採用しています。」の記載は，サーバ用製品である「Ｃａｎｏ
Ｂｕｒｅａｕ Ｇｏｌｄ Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ」の包装箱にも記載されている（この
包装箱の裏面にはバーコードの下に「・・・ＲＦＳＡ１０３００５４」と記載され
ており，甲５号証の６によれば，２００１年３月に製造された製品であると認めら
れる。）。
    (3)　本件商品の製品カタログには，「インターフェイス」の項で「・・・ま
た，標準添付の日本語ＯＣＲソフト“ＲｏｓｅｔｔａＳｔｏｎｅ”により，紙文書
からのテキストデータ抽出も可能です。」と記載され，「文書管理を簡単・効率的
に」の表題の下で「標準添付の日本語ＯＣＲソフト“ＲｏｓｅｔｔａＳｔｏｎｅ”
によりテキストデータの抽出も実施でき，情報の有効活用と再利用，さらに効率的
な共有を実現します。」と記載されているほか，その裏表紙には，「ＣａｎｏＢｕ
ｒｅａｕ Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ Ｖｅｒ２．１」の動作環境，主な仕様の説明と並ん
で，「ＲｏｓｅｔｔａＳｔｏｎｅ Ｖｅｒ．３．０」の動作環境，主な仕様について
別に説明されている（なお，このカタログ裏表紙には「記載の内容は２０００年９
月現在のものです」との記載があるほか，「０９００ＳＺ３５」との記載があり，
甲５号証の６によれば，２０００年９月に発行されたものと認められる。）。
    (4)　上記(2)，(3)のとおり，本件商品は日本語ＯＣＲ機能を内蔵していること
を特長の１つとしているところ，本件商品に含まれるソフトウエアは，「Ｃａｎｏ
Ｂｕｒｅａｕ Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ」の本体部分と本件ソフトウエアである「Ｒｏｓ
ｅｔｔａＳｔｏｎｅ」の部分とからなり，両者はコンピュータプログラムとしては
それぞれ別個のものである。そして，記憶媒体たる本件商品のＣＤ－ＲＯＭを用い
たインストール画面においては，インストール対象のソフトウエアが「ＣａｎｏＢ
ｕｒｅａｕ Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ」と「ＲｏｓｅｔｔａＳｔｏｎｅ」とに分けられ，
それぞれを選択して別個にインストールすることができるようになっており，イン
ストール後の起動も別個のものとなっていて，各プログラムが互いに他に従属する
というような関係にはなっていない。
  ２　上記の事実によれば，被告は，「ＲｏｓｅｔｔａＳｔｏｎｅ」との標章を付
した本件ソフトウエアを，「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ」本体のソ



フトウエアと共に１枚のＣＤ－ＲＯＭに収録して構成した本件商品を製造し，少な
くとも平成１３年２月から平成１４年１０月の間に，本件商標の通常使用権者であ
るキヤノン販売がこれを現に販売していることが認められ，この認定を覆すに足り
る証拠はない。そして，本件商品の包装箱，カタログに用いられている「Ｒｏｓｅ
ｔｔａＳｔｏｎｅ」は，本件商標「ロゼッタストーン」と同一の称呼，観念を生ず
るものであり，本件商標と社会通念上同一の商標ということができる。したがっ
て，商標権者である被告及び通常使用権者であるキヤノン販売は，本件商標と社会
通念上同一と認められる商標を，本件予告登録前３年以内に，指定商品中の「電子
計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ，その他
の電子応用機械器具及びその部品」に含まれる本件ソフトウエアの商標として使用
しているということができ，審決の認定判断に誤りはない。
  ３　原告の主張について
    (1)　本件ソフトウエアの指定商品該当性
      　原告は，本件ソフトウエアは本件出願当時における指定商品には含まれて
いない旨主張する。
      　平成１３年経済産業省令第２０２号による商標法施行規則別表の一部改正
により，それまでの「電子応用機械器具」の例示商品中にあった「電子計算機（中
央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路，磁気ディスク，磁
気テープその他の周辺機器を含む。）」の括弧書きが削除され，別に「電子計算機
用プログラム」が明記されたことは，原告が主張するとおりである。しかしなが
ら，本件の審判請求に係る指定商品中には，「電子計算機用プログラムを記憶させ
た電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ，その他の電子応用機械器具及びその部
品」が含まれており，本件出願当時においても，電子計算機用プログラムが磁気デ
ィスクなどの記憶媒体（光ディスクなどの記憶媒体も含まれると解すべきであ
る。）に記憶されることにより，有体性をもった取引対象物として把握されていた
ことは明らかである。前記認定のとおり，本件ソフトウエアは，他のソフトウエア
と共にＣＤ－ＲＯＭに収録されて販売されているものであるから，これが，上記指
定商品である「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び
磁気テープ，その他の電子応用機械器具及びその部品」に含まれるものであること
は明らかである。
      　したがって，原告の上記主張は理由がない。
    (2)　本件ソフトウエアの商品性
      　原告は，本件ソフトウエアは，ドキュメント管理ツール「ＣａｎｏＢｕｒ
ｅａｕ Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ」に同梱されている付属品ないし付加されている機能の
１つに過ぎず，独立して取引の対象となる商標法上の商品ではない旨主張する。
      　しかしながら，前記１で認定したとおり，本件ソフトウエアは，文書管理
ソフトウエアである「ＣａｎｏＢｕｒｅａｕ Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ（ｆｏｒ Ｗｅｂ 
Ｌｔ Ｖ２．１Ｊ）」とは別個の独立したＯＣＲソフトウエアであり，「ＣａｎｏＢ
ｕｒｅａｕ Ｗｏｒｋｇｒｏｕｐ」本体のソフトウエアと共に１枚のＣＤ－ＲＯＭに
収録されて本件商品を構成するものである。
      　ソフトウエアが必ずしも常に単独で販売されるとは限らず，独立した複数
のソフトウエアを収録して１つの商品として販売されることがあることは，よく知
られているところであるが，ＯＣＲソフトウエアは，画像データとして読み取った
文字情報を文字データに変換するという機能を有するソフトウエアであり，そのよ
うなソフトウエアが各種機器や文字データを扱う別のソフトウエアに添付，同梱さ
れる例が多いこと，その種類も決して少なくなく，多くのメーカーからさまざまな
名称が付されて提供されていることは，当裁判所に顕著である。そして，そのよう
な添付，同梱されたＯＣＲソフトウエアがいかなる者（会社）によって開発，作
成，販売されているものであるかは，機器等を購入する者にとっても大きな関心事
であり，需要者としては，これを商品パッケージ等に付された当該ソフトウエアに
係る商標によって識別することになるのであるから，本件ソフトウエアが商標法上
の商品に当たらないということはできない。なお，原告は，一般のＯＣＲソフトウ
エアの価格からすると，本件ソフトウエアだけが欲しくて，本件商品に３０万円も
支払う需要者が存在することはあり得ないとして，本件ソフトウエアが独立した商
品といえない旨主張するが，本件ソフトウエアはＯＣＲソフトウエアであり，原告
が主張するような価格の点は必ずしも本件ソフトウエアが独立した商品であること
を否定するものではないし，また，甲５号証の３によれば，本件商品の価格はライ
センス数（インストール可能なクライアントパーソナルコンピュータの数）のタイ



プに応じて設定されており，５ライセンスの場合は６万９０００円であることが認
められるから，この点でも原告の主張は失当である。
    (3)　自他商品識別標識としての使用
      　原告は，本件商標は，本件ソフトウエアについて自他商品識別標識として
機能するような態様での使用がされていない旨縷々主張する。
      　しかしながら，前記１認定の本件ソフトウエアに関する「Ｒｏｓｅｔｔａ
Ｓｔｏｎｅ」の標章の使用状態に徴すると，その標章は，本件ソフトウエアについ
ての商標として自他識別機能を発揮する態様で使用されていることが明確に看取で
きるのであって，原告の主張は，理由がない。
  ４　以上のとおりであって，原告主張の取消事由は理由がなく，その他，審決
に，これを取り消すべき誤りは認められない。
    　よって，原告の本訴請求を棄却することとし，訴訟費用の負担，上告及び上
告受理の申立てのための付加期間について行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１
条，９６条２項を適用して，主文のとおり判決する。
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